
令和４年度九度山町下水道事業特別会計補正予算書(第３号)

伊都郡九度山町　　　



  令和４年度九度山町下水道事業特別会計補正予算（第３号）は、次に定めるところによる。

　（歳入歳出予算の補正）

第１条  既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ6,793千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ

　173,807千円とする。

２　歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第１表　歳入

　歳出予算補正」による。

  （地方債の補正）

第２条　既定の地方債の変更は、「第２表　地方債補正」による。

  （繰越明許費）

第３条 地方自治法第２１３条第１項の規定により、翌年度へ繰越して使用することができる経費は、｢第３表　繰越明許 

　費｣による。

提出

令和４年度　　九度山町下水道事業特別会計補正予算（第３号）

令和5年3月3日

九度山町長 岡 本 章



第１表　　歳　入　歳　出　予　算　補　正

　　歳　入 単位：千円 

款 項 補 正 前 の 額 補　　正　　額 計

  1. 使用料及び手数料 ４０，１９７ △７，４１３ ３２，７８４

  1. 使用料 ４０，１９６ △７，４１３ ３２，７８３

  2. 分担金及び負担金 ５，５００ △１，７５０ ３，７５０

  1. 分担金 ３，０００ △１，０００ ２，０００

  2. 負担金 ２，５００ △７５０ １，７５０

  6. 繰入金 １０７，１３８ １７，２５６ １２４，３９４

  1. 繰入金 １０７，１３８ １７，２５６ １２４，３９４

  8. 町債 １０，２００ △１，３００ ８，９００

  1. 町債 １０，２００ △１，３００ ８，９００

歳                 入                 合                 計 １６７，０１４ ６，７９３ １７３，８０７



　　歳　出 単位：千円 

款 項 補 正 前 の 額 補　　正　　額 計

  1. 公共下水道事業費 ５９，３２４ △２，０２９ ５７，２９５

  1. 管理費 ４７，５８１ △１，１１７ ４６，４６４

  2. 事業費 １１，７４３ △９１２ １０，８３１

  2. 農業集落排水事業費 ２６，８８５ △２７８ ２６，６０７

  2. 事業費 ４，３３０ △２７８ ４，０５２

  5. 予備費 １，０００ ９，１００ １０，１００

  1. 予備費 １，０００ ９，１００ １０，１００

歳                 出                 合                 計 １６７，０１４ ６，７９３ １７３，８０７



　　変　　　更

第２表　　地方債補正

補　　　　　　　正　　　　　　　前 補　　　　　　　正　　　　　　　後

限  度  額 起 債 の 方 法 利    率 償 還 の 方 法 限  度  額 起 債 の 方 法 利    率 償 還 の 方 法
千円 千円

下 水 道 事 業 債
（流域下水道事業負担金）

2,000

(1) 借入先
    政府、銀行又はそ
　の他
(2) 借入期間
    令和４年度。ただ
  し、事業その他都合
　により起債額の全部
　又は一部を後年度へ
  繰越して起債するこ
  とができる。
(3) 借入方法
    証書借入又は証券
　発行

 5.0％以内

（ただし、利
率見直し方式
で借り入れる
政府資金及び
地方公共団体
金融機構資金
について、利
率の見直しを
行った後にお
いては、当該
見直し後の利
率）

  公的資金について
は、その融通条件によ
り、銀行その他の場合
にはその債権者と協定
するものとする。
  ただし、町財政の都
合により据置期間及び
償還期限を短縮し、又
は繰上償還若しくは低
利に借換えすることが
できる。

1,800

(1) 借入先
    政府、銀行又はそ
　の他
(2) 借入期間
    令和４年度。ただ
  し、事業その他都合
　により起債額の全部
　又は一部を後年度へ
  繰越して起債するこ
  とができる。
(3) 借入方法
    証書借入又は証券
　発行

 5.0％以内

（ただし、利
率見直し方式
で借り入れる
政府資金及び
地方公共団体
金融機構資金
について、利
率の見直しを
行った後にお
いては、当該
見直し後の利
率）

  公的資金について
は、その融通条件によ
り、銀行その他の場合
にはその債権者と協定
するものとする。
  ただし、町財政の都
合により据置期間及び
償還期限を短縮し、又
は繰上償還若しくは低
利に借換えすることが
できる。

公 営 企 業 会 計 適 用 債 4,100 同上 同上 同上 3,000 同上 同上 同上

起 債 の 目 的



１． 公共下水道事業費 ２． 事 業 費

第３表　　繰越明許費

款 項 事　　　　業　　　　名 金　　額

千円

紀 の 川 流 域 下 水 道 事 業 負 担 金 822



歳入歳出補正予算事項別明細書１ 　総　括

(歳　入) 単位：千円 

款 補　正　前　の　額 補　正　額 計

  1. 使用料及び手数料 ４０，１９７ △７，４１３ ３２，７８４

  2. 分担金及び負担金 ５，５００ △１，７５０ ３，７５０

  6. 繰入金 １０７，１３８ １７，２５６ １２４，３９４

  8. 町債 １０，２００ △１，３００ ８，９００

歳          入          合          計 １６７，０１４ ６，７９３ １７３，８０７



(歳　出) 単位：千円 

補　　正　　額　　の　　財　　源　　内　　訳

款 補　正　前　の　額 補　正　額 計 特 　　   定 　    財      源
一般財源

国 県 支 出 金 地 方 債 そ  の  他

  1. 公共下水道事業費 59,324 △2,029 57,295 △1,300 △729

  2. 農業集落排水事業費 26,885 △278 26,607 △278

  5. 予備費 1,000 9,100 10,100 9,100

歳     出     合     計 167,014 6,793 173,807 △1,300 8,093



２  歳　入

（款）   1. 使用料及び手数料 （項）   1. 使用料 単位：千円

節
目 補 正 前 の 額 補　正　額 計 説　　　　　　　　　　　　明

区　　分 金　　額

  1. 公共下水道使用料 33,001 △6,195 26,806   1. 現年度分 △6,215 公共下水道使用料減

  2. 過年度分 20 

  2. 集落排水使用料 7,195 △1,218 5,977   1. 現年度分 △1,217 農業集落排水使用料減

  2. 過年度分 △1 

計 40,196 △7,413 32,783 

（款）   2. 分担金及び負担金 （項）   1. 分担金

  1. 公共下水道受益者分担金 2,500 △750 1,750   1. 受益者分担金 △750 公共下水道事業　受益者分担金減

  2. 集落排水分担金 500 △250 250   1. 加入分担金 △250 農業集落排水事業　加入分担金減

計 3,000 △1,000 2,000 

（款）   2. 分担金及び負担金 （項）   2. 負担金

  1. 公共下水道受益者負担金 2,500 △750 1,750   1. 受益者負担金 △750 公共下水道事業　受益者負担金減

計 2,500 △750 1,750 



（款）   6. 繰入金 （項）   1. 繰入金 単位：千円

節
目 補 正 前 の 額 補　正　額 計 説　　　　　　　　　　　　明

区　　分 金　　額

  1. 繰入金 107,138 17,256 124,394   1. 繰入金 17,256 一般会計繰入金

　公共下水道事業増（通常分）                       　6,966

　公共下水道事業（公営企業会計引継金）             　6,552

　農業集落排水事業増（通常分）                     　1,190

　農業集落排水事業（公営企業会計引継金）           　2,548

計 107,138 17,256 124,394 

（款）   8. 町債 （項）   1. 町債

  1. 下水道事業債 10,200 △1,300 8,900   1. 下水道事業債 △200 流域下水道事業減

  2. 公営企業会計適用 △1,100 公営企業会計適用債減

債 　公共下水道事業

計 10,200 △1,300 8,900 



３  歳　出

（款）   1. 公共下水道事業費 （項）   1. 管理費 単位：千円

補　正　額　の　財　源　内　訳 節
目 補正前の額 補　正　額 計 特　　定　　財　　源 説　　　　　　明

一般財源 区　　分 金　　額国県支出金 地 方 債 そ　の　他

  1. 管理費 47,581 △1,117 46,464 △1,100 △17  12. 委  託  料 △1,117 下水道事業公営企業会計システム導入業

務委託料減

計 47,581 △1,117 46,464 △1,100 △17 

（款）   1. 公共下水道事業費 （項）   2. 事業費

  1. 事業費 11,743 △912 10,831 △200 △712  18. 負担金補助 △912 紀の川流域下水道事業負担金減 　△312

及び交付金 水洗化奨励金減               　△600

計 11,743 △912 10,831 △200 △712 

（款）   2. 農業集落排水事業費 （項）   2. 事業費

  1. 事業費 4,330 △278 4,052 △278  14. 工事請負費 △178 椎出農業集落排水処理施設サンプリング

ポンプ更新工事減

 18. 負担金補助 △100 水洗化奨励金減

及び交付金

計 4,330 △278 4,052 △278 



（款）   5. 予備費 （項）   1. 予備費 単位：千円

補　正　額　の　財　源　内　訳 節
目 補正前の額 補　正　額 計 特　　定　　財　　源 説　　　　　　明

一般財源 区　　分 金　　額国県支出金 地 方 債 そ　の　他

  1. 予備費 1,000 9,100 10,100 9,100 

計 1,000 9,100 10,100 9,100 


